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＜消費者の解除権を放棄させる条項の無効＞ 

問22 事業者の債務不履行や瑕疵担保責任に基づく消費者の解除権を

放棄させる条項を無効とする必要性はどのようなものですか。 

（答） 

１．改正前の消費者契約法では、消費者契約の条項が無効になるかどうか

は、第８条（事業者の損害賠償の責任を免除する条項）及び第９条（消

費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等）に該当するものを除き、

第 10 条によって判断されていました。 

２．しかし、消費者契約法第 10 条の要件は抽象的であり、どのような条

項が無効となるかが必ずしも明らかではないため、契約当事者の予測

可能性を高める等の観点から、不当性が高い条項を無効とすることを

明示的に定める必要があります。 

３．事業者が債務を履行しない場合や、事業者の給付に瑕疵（注１）があり、

契約の目的を達することができない場合でも、消費者に解除を認めず、

消費者を契約に拘束し続ける条項（注２）は、不当性が高い条項であるこ

とから、これを無効とする規定を設ける必要があると考えられます。 

（注１）瑕疵（かし）とは、当該契約において予定された品質・性能を欠いていることを指す

ものです。 

 （注２）このような条項があった場合、消費者は、事業者から契約で定められたとおりの給付

を受けることができず、契約を締結した目的を達成することができないにもかかわらず、

代金を支払わなければならなかったり、支払い済みの代金の返還を受けられなかったりす

ることになるため、このような条項は不当性が高いと考えられます。 
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（参考）消費者の解除権を放棄させる条項を無効とする規定を設ける趣旨 




